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～ 人とひと 組織の垣根を超えた地域活動！！ ～ 

 
○地区の概要 【大原環境保全組合】 

本地区は倉吉市の東に位置し(JR 倉吉駅の 4km南)、天神川の右 

岸に水田が 22.2ｈａ広がっており、その中には人気ブランドの大 

原トマト等のハウスが立ち並んでいます。 

主に水稲、裏作に玉ねぎ及びハウストマト栽培が中心となってい 

る１集落（農家 25戸、非農家 80戸）で構成する組織です。 

【農地維持・資源向上（共同・長寿）Ｒ1年度再認定】 

 

〇活動の経緯 

本組織では昭和 47年～（５ヵ年）の圃場整備により設置された水路が老朽化し問題となっていま

した。平成 18年度に市より「農地・水・環境保全向上対策」事業の説明を受け、翌年、農業施設・

農地保全を目的に活動を開始しました。 

平成 28年に発生した中部地震の際は迅速に被害の状況把握を行い、本交付金を活用し早い段階で

補修することができました。現在も継続的に農業の生産活動に支障がないように、水路の段差等の補

修を行うことで地域資源を大切に守っています。 

 

〇主な活動 

地域内でやむなく耕作放棄地となるケースでは、個人農業者や地元営農組合へ担い手仲介を行って

います。また、農家以外の地域住民へも多面活動への声掛けを行い、一緒に農地保全活動（草刈り・

泥上げ）を行うことで、地域の一体感が醸成されています。 

その他、地域内で機械に頼らない手作業での稲刈り・脱穀を行うことによって、地区住民とのコミ

ュニティーの強化に努めています。 

今後も、集落で一体となり「つながり」を深め活動を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇活動組織の声( 代表 岩﨑 幸雄 氏 )  

大原集落は多面活動組織がしっかりと機能しており、健全に農地・環境が保たれていると思いま

す。健全な農地は高齢者にとっては、人との交流、適度な運動と非常にプラスになっています。農村

に潤いをもたらすようなこの制度を活用して、これからも豊かな集落を維持していきたいと思ってい

ます。  
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～ 集落ぐるみで農地・地域を守り続ける ～ 

 
〇地区の概要 【東宇塚集落保全】 

 本地区は、智頭町の南西に位置し(智頭駅から約 10km南)、千代川の支流の土師川上流に水田が

広がっている山間農業地域です。本組織は、高齢化の伸展などによる集落が抱える問題点を話し合

い、総事をはじめとする集落活動を維持継続するとともに、地域の農地・環境を守り集落全体で支え

合うため、平成２８年から多面活動を始めました。 

 現在、水田 8.9ha、畑 0.2ha、水路 3.0km、農道 2.5km の農地維持活動及び資源向上活動を行

っています。【令和３年度再認定】 

 

〇主な取り組み 

 資源向上活動(共同)の農村保全活動として、集落内を流れる用排水路について、稲作期間中だけで

なく非かんがい期も通水することにより、泥などの堆積を抑え水質保全を図っています。また、当地

域は山間地の傾斜地水田のため、法面の草刈り作業が大変であることから、労力軽減のため県事業で

センチピードグラス被覆をすすめています。 

 放棄地の有効活用として、昨年から集落の子供たちも参加してキクイモの栽培を始めています。ま

た、「虚空蔵祭り」や「万灯祭り」など山村文化の伝承活動を通じて、経済価値を中心とした捉え方

ではない山村の文化を次世代に継承しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇活動組織の声( 代表 前川 義憲  氏 ) 

 当地区では、数年前から「ひと・農地プラン」に取組んでおり、また、多面活動に集落ぐるみで活

動してきたことにより、作り手のいなくなった農地をマッチングし、担い手に耕作を引受うけてもら

い集積することにつながるなど、農地や地域を守る意識が強くなったと感じています。昨年 7月の

大雨により、大川(土師川)からの取水口が落下してしまい、来年の取水が心配ですが、組織で力を出

し合い、なんとか復旧したいと考えています。これからも多面活動を通じて、地域外の在住者も含め

集落住民みんなで源流のきれいな山村風景を守っていきたいと考えています。 

 

 

 

 

  

多面に関するご質問・お尋ね等は各市町村担当者又は下記までお願いします。 

 

 問  合  先 電話番号  

東 部 

鳥取県農地・水保全課 
鳥取県東部農林事務所地域整備課 
水土里ネットとっとり(協議会事務局) 

0857-26-7334 
0857-20-3570 
0857-38-9500 

中 部 
鳥取県中部総合事務所農林局地域整備課 

水土里ネットとっとり倉吉事務所 

0858-23-3171 

0858-47-0055 

西 部 
鳥取県西部総合事務所農林局地域整備課 

水土里ネットとっとり米子事務所 

0859-31-9665 

0859-32-9710 

 
高めよう  

地域協働の力 ! 

耕作放棄地の活用(キクイモ栽培) 法面の草刈作業 

「令和３年度 多面的機能支払研修会」 

 

日時:令和４年２月１６日(水)午後 1 時３０分～  会場:ハワイアロハホ-ル(湯梨浜町はわい長瀬 584) 
 

 


